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現行の労働基準法施行規則等 

 

■労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号) 

 

第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法

第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十

四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項、法第三十七条第三項、法第

三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法第三十

九条第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数

を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。 

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の

方法による手続により選出された者であること。 

② 前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第

一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項に

規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。 

③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又

は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにし

なければならない。 

 

第十六条 使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさ

せる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期

間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定し

なければならない。 

② 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。 

③ 前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用す

る。 

 

第十七条 法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(第二十四条の二第四項の規定

により法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出に付記

して届け出る場合にあつては様式第九号の二、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては

様式第九号の三、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の

四)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 

② 法第三十六条第一項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決

議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定

を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。 

 

参考資料 No.８（第 144 回労働条件分科会（平成 30 年 7 月 18

日）・第 145 回労働条件分科会（平成 30 年 8 月 9日）配布資料） 
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■労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基

準(平成十年十二月二十八日労働省告示第百五十四号) 

 

(業務区分の細分化) 

第一条 労働基準法(以下「法」という。)第三十六条第一項の協定(労働時間の延長に係るもの

に限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を

代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において労働時間を延長する

必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当

該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。 

 

(一定期間についての延長時間の限度) 

第三条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当た

っては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あら

かじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超え

て労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限

り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定め

る手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限

度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。 

２ 労使当事者は、前項ただし書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延

長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる

限り短くするように努めなければならない。 

３ 労使当事者は、第一項ただし書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金

の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第三十六条第一項の規定により延長し

た労働時間の労働について法第三十七条第一項の政令で定める率を超える率とするように努

めなければならない。 

 

 

■労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成一一年一月二九日基発第四

五号)(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

 

第六 時間外労働(法第三六条関係) 

二 限度基準 

(三) 一定期間についての延長時間の限度 

 ハ （前略）特別条項付き協定においては、「特別の事情」、「手続」及び「特別延長時間」の

それぞれについてあらかじめ協定することを要件としていること。 

(イ) 「特別の事情」は、時間外労働をさせる必要のある具体的事由の下において生ずる

特別の事情をいうものであり、臨時的なものに限るものであるが、労使当事者が事業又

は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があること。 
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この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要が

あるものであり、全体として一年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具

体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないと

き」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的な

もの」に該当しないものであること。 

「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協

定には、一日を超え三箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別

延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うことと

し、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が一年のう

ち半分を超えないものとすること。 

提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であ

ることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言

及び指導の対象となるものであること。 

なお、「特別の事情」には、法第三三条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合

は含まれないこと。 

 

(五) 適用除外 

イ 工作物の建設等の事業 

「工作物の建設等の事業」とは、原則として法別表第一第三号に該当する事業をいうも

のとするが、建設業に属する事業の本店、支店等であって同号に該当しないものも含むも

のであること。 

なお、建設業を主たる事業としない製造業等の事業であっても、例えば、大規模な機

械・設備の据付工事等を行う場合は当該工事自体が法別表第一第三号に該当する一の事業

となることがあるので留意すること。また、電気事業の建設所、工事所等及びガス事業の

導管管理事務所は法別表第一第三号に掲げる事業に該当するものであること。 

ロ 自動車の運転の業務 

「自動車の運転の業務」とは、四輪以上の自動車の運転を主として行う業務をいい、

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号)の対象と

なる自動車運転者の業務と同義であること。 

 

第一三 過半数代表者(則第六条の二、則第二五条の二第二項及び則第六七条第二項並びに労働

時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則第一条関係) 

二 過半数代表者の要件 

次のいずれの要件も満たすものであること。 

(一) 法第四一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 

(二) 法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を

聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手

続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。 

  （後略） 
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■自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年二月九日労働省告示第七号) 

 

第一条 この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」と

いう。)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者

及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局

長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善の

ための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを

目的とする。 

 （以下略） 

 

第二条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)

第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者

(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他

の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない

期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。 

 （以下略） 

 

第四条 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二

条第一項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休

息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。 

 （以下略） 

 

第五条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車

運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転

者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以

下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間について

は、次に定めるところによるものとする。 

 （以下略） 

 

 

■労働基準法第38条の４第１項の規定により同項第１号の業務に従事する労働者

の適正な労働条件の確保を図るための指針（平成11.12.27 労働省告示第149号） 

 

第３ 労使委員会が決議する法第 38 条の４第１項各号に掲げる事項 

４ 法第 38 条の４第１項第４号に規定する事項関係 

(2) 留意事項 

ハ 労使委員会において、健康・福祉確保措置を決議するに当たっては、委員は、健康・福

祉確保措置として次のものが考えられることに留意することが必要である。 
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(ｲ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を

付与すること 

(ﾛ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること 

(ﾊ) 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得するこ

とを含めてその取得を促進すること 

(ﾆ) 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること 

(ﾎ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署

に配置転換をすること 

(ﾍ) 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を

受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること 


